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室)

…
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一

△
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島
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力
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発
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要

(

職
業
能
力
開
発
室)

…
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…
二
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告

△

特
定
非
営
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活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
三

△

市
町
村
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し(

二
件)

(

都
市
企
画
室)

…
…
…
四

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
四

△

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(
備
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
四

正

誤

△

平
成
十
八
年
八
月
十
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
六
十
号
中
監

査
委
員
会
公
表
の
訂
正

四

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
百
七
十
一
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
出
納
長
の
事
務
の
一
部
を
委
任
さ
せ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

尾
道
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
五
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

尾
道
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

尾
道
市
御
調
町
大
字
菅
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
九
日

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
原
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
八
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

三
原
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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司
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四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
原
市
本
郷
町
下
北
方
・
上
北
方
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
九
日

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

佐
伯
郡
湯
来
町

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
四
年
九
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

佐
伯
郡
湯
来
町
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

佐
伯
郡
湯
来
町
大
字
下
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
九
日

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

広
島
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
五
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

広
島
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
和
田
・
伏
谷
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
九
日

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
島

県
職
業
能
力
開
発
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
職
業
能
力
開
発
計
画

(

概
要)

一

計
画
の
ね
ら
い

社
会
・
経
済
情
勢
等
の
変
化
に
即
応
し
た
職
業
能
力
開
発
行
政
を
推
進
す
る
た
め
、
広
島
県
の
職
業
能

力
開
発
行
政
の
基
本
計
画
と
し
て
、
具
体
的
施
策
な
ど
を
広
く
県
民
に
示
す
。

二

計
画
の
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
年
間
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
。

三

施
策
の
方
向

１

多
様
な
職
業
訓
練
機
会
の
提
供

(一)

ポ
ス
ト
団
塊
世
代
の
労
働
力
の
量
と
質
の
確
保

�
女
性
や
高
年
齢
者
、
障
害
者
等
を
対
象
と
し
た
職
業
訓
練
を
拡
充
す
る
。

�
若
年
者
に
対
し
、
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

(

職
業
選
択
や
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
情

報
提
供
、
指
導
・
助
言
等)

機
能
を
強
化
す
る
。

�
中
小
企
業
の
女
性
労
働
者
等
に
対
し
て
、
知
識
・
技
能
の
習
得
を
支
援
す
る
。

�
高
度
で
専
門
的
な
在
職
者
訓
練
を
実
施
す
る
。

(二)

企
業
の
要
望
に
即
応
し
た
専
門
的
知
識
・
技
能
を
有
す
る
人
材
の
育
成

�
産
業
界
の
意
見
を
訓
練
科
目
の
見
直
し
や
訓
練
機
器
の
整
備
等
に
反
映
さ
せ
る
。

�
高
等
技
術
専
門
校
の
学
卒
者
を
対
象
と
し
た
訓
練
科
の
一
部
を
長
期
の
訓
練
課
程
に
再
編
す
る
。

(三)

労
働
力
の
需
給
動
向
に
対
応
し
た
職
業
訓
練
の
展
開

�
労
働
力
の
需
給
動
向
に
対
応
し
た
訓
練
科
目
の
見
直
し
を
行
う
。

�
サ
ー
ビ
ス
関
連
職
種
の
職
業
訓
練
を
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
を
活
用
し
て
実
施
す
る
。

(四)

求
職
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

(

安
全
網)

機
能
の
充
実

民
間
教
育
訓
練
機
関
等
を
活
用
し
た
短
期
間
の
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
。

(五)

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
労
働
な
ど
、
多
様
な
働
き
方
の
支
援

職
種
ご
と
に
必
要
な
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
た
め
の
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
。

(六)

ミ
ス
マ
ッ
チ

(

不
適
合)

解
消
に
向
け
た
求
職
者
へ
の
能
力
開
発
支
援
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�
求
人
事
業
主
に
よ
る
訓
練
を
実
施
す
る
。

�
求
職
活
動
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
実
施
す
る
。

(七)

若
年
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
を
通
じ
た
就
業
意
識
の
啓
発

�
職
業
訓
練
を
通
じ
て
、
就
業
意
識
や
職
業
人
と
し
て
の
基
本
的
な
心
構
え
の
習
得
を
図
る
。

�
企
業
実
習
を
組
み
合
せ
た
職
業
訓
練

(｢

日
本
版
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム｣)

の
拡
充
を
図
る
。

�
高
等
学
校
と
高
等
技
術
専
門
校
と
の
連
携
に
よ
る
人
材
育
成
を
推
進
す
る
。

(八)

も
の
づ
く
り
の
担
い
手
の
育
成

�
高
等
技
術
専
門
校
に
お
い
て
、
製
造
業
に
対
す
る
就
労
体
験

(

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ)

制
度
を
創

設
す
る
。

�
も
の
づ
く
り
系
訓
練
科
に
お
け
る
訓
練
内
容
の
充
実
を
図
る
。

(九)

障
害
者
の
能
力
や
特
性
等
に
配
慮
し
た
職
業
訓
練
の
実
施

�
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
を
活
用
し
た
訓
練
を
拡
充
す
る
。

�
広
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
施
設
内
訓
練
の
一
部
を
二
年
課
程
に
再
編
す
る
。

(十)

推
進
体
制
の
整
備

�
公
共
で
し
か
行
い
難
い
分
野
を
重
点
的
に
取
り
組
む
た
め
に
必
要
な
訓
練
科
目
や
訓
練
定
員
の
見

直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
高
等
技
術
専
門
校
の
施
設
内
で
行
う
訓
練
の
一
部
を
民
間
委
託
す
る
。

�
国
と
県
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
た
め
、
訓
練
科
目
や
訓
練
課
程
の
見
直
し
を
行
う
。

�
高
等
技
術
専
門
校
の
施
設
や
設
備
等
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。

�
高
等
技
術
専
門
校
に
お
け
る
授
業
料
等
の
徴
収
を
検
討
す
る
。

�
職
業
訓
練
評
価
制
度
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
県
民
に
公
表
す
る
。

２

企
業
や
労
働
者
等
の
自
主
的
な
能
力
開
発
の
環
境
整
備

(一)

企
業
等
が
自
ら
行
う
職
業
訓
練
へ
の
支
援

�
職
業
訓
練
の
認
定
を
通
し
て
体
系
的
・
段
階
的
な
訓
練
を
行
う
企
業
等
を
支
援
す
る
。

�
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
中
小
企
業
等
に
対
し
て
、
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

�
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
有
効
性
を
周
知
す
る
。

�
能
力
開
発
推
進
者
の
選
任
を
促
進
す
る
。

�
広
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
よ
る
情
報
提
供
・
研
修
等
を
支
援
す
る
。

�
指
導
員
免
許
制
度
の
普
及
を
図
る
。

(二)

労
働
者
が
自
ら
行
う
自
己
啓
発
へ
の
支
援

�
労
働
者
個
人
に
対
し
て
、
研
修
情
報
、
テ
キ
ス
ト
情
報
、
人
材
情
報
等
を
提
供
す
る
。

�
企
業
に
対
し
て
、
労
働
者
が
自
己
啓
発
に
取
り
組
み
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
啓
発
す
る
。

�
国
に
対
し
て
、
自
己
啓
発
の
た
め
の
助
成
金
制
度
拡
充
の
要
望
な
ど
を
行
う
。

３

技
能
の
継
承
、
維
持
・
発
展

(一)

技
能
を
尊
重
す
る
社
会
的
気
運
の
醸
成

�
ひ
ろ
し
ま
マ
イ
ス
タ
ー
に
よ
る
技
能
振
興

ひ
ろ
し
ま
マ
イ
ス
タ
ー
の
認
定
を
行
い
、
技
能
振
興
を
図
る
。

�
啓
発
活
動
の
強
化

｢

ひ
ろ
し
ま
技
能
フ
ェ
ア｣

の
開
催
、
各
種
競
技
大
会
へ
の
参
加
や
職
業
能
力
開
発
に
か
か
わ
る

表
彰
制
度
に
つ
い
て
の
広
報
に
よ
り
、
技
能
の
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
す
る
。

(二)

技
能
の
円
滑
な
伝
承

�
技
能
の
円
滑
な
伝
承

高
度
熟
練
技
能
者
の
指
導
を
受
け
る
機
会
の
提
供
や
技
能
継
承
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
主
体
的
に

取
り
組
も
う
と
す
る
中
小
企
業
に
対
す
る
支
援
を
行
う
。

�
技
能
検
定
の
普
及
拡
大

教
育
現
場
に
お
い
て
、
技
能
検
定
の
受
検
奨
励
に
努
め
る
と
と
も
に
、
多
言
語
で
の
検
定
実
施
な

ど
、
技
能
検
定
の
受
検
環
境
の
整
備
を
図
る
。

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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特
特
定
非
営
利

活
動
法
人
ひ
か

り 特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

伊
東

龍
巳

代
表
者
の
氏

名

広
島
県
三
原
市

本
郷
町
本
郷
三

五
〇
〇
番
地
一

七
〇

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
魅
力
的
で
活

力
に
あ
ふ
れ
た
地
域
社
会
の

実
現
の
た
め
に
、
高
齢
者
・

女
性
・
障
害
者
・
子
ど
も
な

ど
、
地
域
社
会
を
構
成
す
る

全
て
の
人
に
対
し
て
、
住
民

参
加
と
相
互
扶
助
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
精
神
の
も
と
、
環
境

保
全
、
人
権
擁
護
、
子
ど
も

の
健
全
育
成
、
文
化
・
芸
術

活
動
の
推
進
等
を
図
る
た
め

の
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
ま

ち
づ
く
り
や
地
域
の
活
性
化

な
ど
、
公
益
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

・
事
業
の
変

更 定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年

七
月
二
八
日

申
請
年
月
日



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
市
か
ら
広
島

圏
都
市
計
画

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
計
画)

都
市
再
生
特
別
地
区
の
決
定
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図

書
の
写
し
を
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
市
か
ら
広
島

圏
都
市
計
画

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
計
画)

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
若
草
町
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
の
決
定
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
号
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

廿
日
市
市
宮
内
字
的
場
二
〇
四
三
番
二
、
二
一
〇
一
番
、
二
〇
四
三
番
二
地
先
水
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
二
丁
目
四
番
七
号

株
式
会
社
ト
ー
タ
テ

代
表
取
締
役

川
西

祐
二

一

開
発
地
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

府
中
市
高
木
町
字
沖
一
一
一
番
一
、
一
一
一
番
二
の
一
部
、
一
四
四
番
か
ら
一
四
六
番
、
一
四
七
番
三
、

一
四
七
番
五
、
一
四
八
番
一
、
一
四
九
番
一
、
一
一
一
番
二
地
先
道
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

府
中
市
鵜
飼
町
七
〇
二
番
地
一

信
和
不
動
産
有
限
会
社

代
表
取
締
役

上
田

繁
夫

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日

広
島
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

事
業
主
体

地

区

名

事

業

名

完

了

年

月

日

庄
原
市

奥
門
田
南

農
業
用
道
路
整
備
事
業

平
成
一
六
・
六
・
一
八

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
八
月
十
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
六
十
号
に
登
載
の
監
査
委
員
公
表

(

七
月
例
月
出
納

検
査
の
結
果)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

監
査
委
員
事
務
局
主
任
監
査
監
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一
八

ペ
ー
ジ

二 行

平成18年７月12日執行 誤

平成18年７月25日執行 正


